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植込み型除細動器（ICD）における運転免許制限への取り組み
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1 現　　　状
植込み型除細動器（以下：ICD）は薬物コント

ロール不能な致死的不整脈に対して積極的に用
いられている治療方法であり，近年，植込み件
数は増加傾向にある。しかし，植込みを施行す
るにあたり種々の合併症を併発すること，ICD
植込み後は身体的活動制限があることもあり，
植込み前には医師によるインフォームドコンセ
ント（以下：IC）が重要になっている。当院にお
いては医師が ICを術前に行っているが，説明内
容が多岐にわたってしまうことで，患者によっ
ては内容を忘れるなどの問題点が生じている。

2 当院における患者教育
当院では植込み前に医師より植込みの必要

性，方法，危険性などの ICを行っている。また，
植込み後には家族同席のもとで看護師，臨床工
学技士より患者教育を行っている。その際には
当院で作成したデバイスチェックリスト（図1）
を用いて説明を行うことで説明項目の統一化を
図っている。しかし，運転免許申請に関しては
患者自身に任せているため，自動車運転に不透
明な部分が多々あった。
そこで，今回運転免許関連に関する調査を

行ったので報告する。

3 方　　　法
平成29年9月に運転制限に関するステート

メントが更新されたことを期に，ステートメン
ト更新以前より当院でフォローしている ICD植
込み患者に対して，定期検査受診時に運転の有
無，免許申請の有無を確認した。運転を行って
いる患者に対しては独自に作成したポスター
（図2）を用いて再度説明を行った。

4 結　　　果
ステートメント更新以前より当院でフォ

ローしている ICD植込み患者70人のうち，平成
29年9月から平成30年9月までの間に定期検査
を受診した患者は62人であった。
そのうち，運転を行っていた患者は26人で，

その中で免許申請をしている患者は12人（46％）
であった（図3）。

5　考　　　察
植込み型デバイスには植え込んだ時点から

日常生活において一定の活動制限を生じる。
ICDにおいては運転制限が課せられ，それを守
らなければ，法的に罰せられるというリスクも
伴う。医療者側としてはそれに対する説明責任
が問われることもある。
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図3 免許申請の患者内訳
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図2 説明用ポスター

図1 デバイスチェック
 リスト
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今回の調査で，医師が説明しているにもかか
わらず，免許申請をせずに運転を続けている患
者が多数見受けられた。患者からは，説明内容
が多岐にわたり，説明されていても覚えられな
いというような意見も聞かれた。免許申請は一
度行えばよいものではなく，継続的に申請をし
なければいけないため，今後は術前の説明のみ

290

ではなく，外来受診時など定期的に声掛けをす
るなどの対策が必要であると考えられた。

結　　　語
ICD植込み患者に対しては，運転制限がある

ことを繰り返し説明する必要がある。


